
函 館 市 病 院 局 職 員 の 昇 任 お よ び 昇 格 に 関 す る 基 準  

 

最終改正 令和５年４月１日 

１ 趣旨 

  病院局職員（以下「職員」という。ただし，医療職給料表（１）が適用され

る職員を除く。）の昇任および昇格の基準に関しては，別に定めるもののほか，

この基準の定めるところによる。 

 

２ 昇任および昇格 

  管理者は，次項各号に掲げる職の区分に応じ，当該各号に定める要件を満た

す職員のうち，人事評価の結果に基づき各職に係る能力および適性を有すると

認められる者の中から，人事の計画その他の事情を考慮した上で，最も適任と

認められる者を昇格または昇任させることができる。  

 

３ 昇格または昇任の基準 

(1) 主任主事および主任技師 

 ア 昇格させようとする日以前における直近の連続した２回の能力評価および

４回の業績評価の総合評語が中位以上の段階であり，かつ，経験年数が次に

掲げる職種および学歴区分ごとの必要経験年数を満たしていること。  

  （ア）行政職給料表 

職  種 学歴区分 経験年数 

一般事務 
一般技術 

大学卒  ７   

短大卒 １０   

高校卒 １２   

 

  （イ）技能労務職給料表 

職  種 学歴区分 経験年数 

技能労務 高校卒 １２   

 

  （ウ）医療職給料表（２） 

職  種 学歴区分 経験年数 

薬剤師 
大学６卒 ２   

大学卒 ５   

栄養士 
衛生検査技師 

大学卒 ５   

短大卒 ７.５   



診療放射線技師 
臨床検査技師 
臨床工学技士 
理学療法士 
作業療法士 
視能訓練士 
言語聴覚士 

大学卒 ５   

短大３卒 ６   

診療エックス線技師 短大卒 ７.５   

義肢装具士 短大３卒 ６   

歯科衛生士 

短大３卒 ６   

短大卒 ７.５   

高校専攻科卒 ９   

歯科技工士 
短大卒 ７.５   

高校卒 １０   

あん摩マッサージ指圧師 
はり師 
きゅう師 
柔道整復師 

短大３卒 ６   

短大２卒 ７.５   

高校卒 １０   

一般事務 
社会福祉士 
精神保健福祉士 
診療情報管理士 
救急救命士 

大学卒  ５   

短大卒 ７.５   

高校卒 １０   

その他  別に定める 

   備考 

１ 薬剤師，栄養士，衛生検査技師，診療放射線技師，臨床検査技師，臨床工学

技士，理学療法士，作業療法士，視能訓練士，言語聴覚士，診療エックス線技

師，義肢装具士，歯科衛生士，歯科技工士，あん摩マッサージ指圧師，はり師，

きゅう師および柔道整復師，救急救命士の経験年数は，それぞれその免許を取

得した時以後のものとする。ただし，管理者が別段の定めをした場合は，その

定めるところによる。 

 ２ 義肢装具士法第１４条第３号の規定に該当して義肢装具士となった者にこの

表を適用する場合における初任給欄の号給は，管理者が別に定める。 

 

  （エ）医療職給料表（３） 

職  種 学歴区分 経験年数 

保健師 
助産師 

大学卒 ５   

短大３卒 ７   

看護師 短大３卒 ７   

備考 この表の適用を受ける者の経験年数は，その免許を取得した時（保健師お

よび助産師で看護師免許を有する者にあっては，看護師免許を取得した時）

以後のものとする。ただし，管理者が別段の定めをした場合は，その定める

ところによる。 

 



 イ アの経験年数については，函館市病院局職員の初任給，昇格，昇給等の

基準に関する規程（以下「初任給規程」という。）第１４条の３の規定を準

用する。 

 

 ウ 昇格時期は，１月，４月，７月，１０月のうちアおよびイの規定による

必要経験年数に達した日以後の直近の月の初日とする。  

 

(2) 主任 

 ア 昇任させようとする日以前における直近の連続した２回の能力評価およ

び４回の業績評価の総合評語のうち，いずれかの総合評価が上位以上の段

階であり，かつ，他の総合評語が中位以上の段階であり，かつ，経験年数

が次に掲げる必要経験年数を満たしていること。 

 

 イ アの経験年数については，初任給規程第１４条の２の規定を準用する。  

学歴 大学卒 短大３卒 短大卒 高校卒 
准看護師
養成所卒 

中学卒 

必要経験年数 １６ １７ １８ ２０ ２１ ２３ 

 

 ウ 昇任時期は，４月１日とする。 

 

(3) 主査および係長，課長補佐，課長，部次長 

昇任させようとする日の属する年度の４月１日以前における直近の連続し

た２回の能力評価および４回の業績評価の総合評語のうち，いずれかの総合評

価が上位以上の段階であり，かつ，他の総合評語が中位以上の段階であること。 

 

(4) 部長 

昇任させようとする日の属する年度の４月１日以前における直近の連続し

た２回の能力評価および４回の業績評価の総合評語が中位以上の段階である

こと。 

 

(5) 在級期間 

ア 前４号の規定により職員を昇格または昇任させる場合，次の表に定めるそ

の者の属する職および昇格または昇任後の職の区分に応じた在級期間を有

していること。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ アの在級期間については，初任給規程第２０条の２の規定を準用する。 

 

４ 昇格または昇任の対象外となる期間 

昇格または昇任は，次の各号に掲げる期間中は，特別な事情がない限り行わ

ない。 

(1) 病気休職期間 

(2) 育児休業期間 

(3) 専従休職期間 

(4) 自己啓発等休業期間 

(5) 停職期間 

 

５ 昇格の延伸 

第３項第１号の規定により職員を昇格させる場合において，前項の規定によ

り昇格を行わなかった者が，復帰または復職したときは，当該復帰または復職

した日以後の直近の昇格時期に昇格させることができる。  

 

６ 休職期間等における経験年数の調整 

第３項第１号および第２号の規定により職員を昇格または昇任させる場合に

おいて，経験年数を算定するにあたり，第４項各号に掲げる期間が含まれてい

るときは，初任給規程第３５条，函館市病院局職員の育児休業等に関する規程

第３条または函館市病院局職員の自己啓発等休業に関する規程第２条に規定す

る換算率による号給の調整の状況を勘案した経験年数の調整を行うものとする。 

その者の属する職 昇格または昇任後の職 在級期間 

主事・技師 主任主事・主任技師 １ 

主任主事・主任技師 
主任 １ 

主査・係長 ４ 

主任 主査・係長 １ 

主査・係長 
課長補佐 ２ 

課長 ２ 

課長補佐 課長 １ 

課長 部次長 ２ 

部次長 部長 １ 



７ 懲戒処分を受けた職員の取扱い 

昇格または昇任させようとする日以前１年以内に地方公務員法第２９条の規

定に基づく懲戒処分を受けた職員および懲戒処分を受けることが相当とされる

行為をした職員については昇格または昇任させることができない。  

 

８ 総合評語の全部または一部がない職員の取扱い 

育児休業等により，能力評価および業績評価の総合評語の全部または一部が

ない場合には，第３項の規定にかかわらず，当該職員の育児休業等前後の人事

評価の結果または勤務の状況を総合的に勘案して，能力および適性の有無を判

断した上で，当該職員を昇格または昇任させることができる。  

 

９ 昇任の基準の経過措置 

当分の間，第３項第２号および第３号の規定により職員を昇任させる場合に

おいて，昇任させようとする日の属する年度の４月１日以前における直近の連

続した２回の能力評価および４回の業績評価の総合評語がいずれも中位の段階

であって，当該２回の能力評価の評価期間において，標準職務遂行能力に照ら

して，第３項第２号および第３号に定める基準を満たす職員と同等程度に優れ

た行動がみられた者については，当該職員を昇任させることができるものとす

る。 

 

10 この基準により難い場合の措置 

管理者は，特別の事情により，この基準の規定によることができない場合ま

たは適当ではない場合には，あらかじめ管理者の承認を得て，別段の取扱いを

することができる。 

 

11 この基準は，令和５年４月１日から適用する。 

 


